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１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

(1) 経緯

　メキシコ合衆国における農牧政策では、小規模農家の農業の機械化を促進して、農業生産性

の向上を図りつつ、農業経営の近代化を推進し、農村の社会的・経済的地位を向上させること

が重要な課題となっている。

　しかしながら、小規模農家に対する農業の機械化は、農業機械に対する公的機関による統一

的な検査・評価体制が未整備なため、農業機械化の品質・性能に対する保証措置がなされてい

ないことにより、進展していない。その阻害要因としては、 ①メキシコ国内においては、農業

機械の開発・改良、耐久性、経済性等に関する試験研究体制の整備が遅れているため、それら

に関する研究・技術的蓄積が乏しい、②農家の農業機械導入意欲は強いが、メキシコ国内に流

通している農業機械については、品質・性能に関する信頼しうる保証措置がなされていないた

め、農業機械の導入にあたって極めて高いリスクを強いられているなどがあげられる。

　一方、現在メキシコ政府、特に農牧業農村開発省（SAGAR）は、次の事情から農業機械の

品質・性能に関する検査・評価基準の策定を求められている。

１）SAGARは農業の生産性を向上し、農家の社会的地位を向上させるため、州政府との連携

のもとに農村の開発を促進することを目的とした「農村のための連帯（Alianza para el

Campo）」プログラムを展開しており、そのプログラムの一環として「農機具装備支援計

画」、「農業機械化支援計画」等を推進している。この政策プログラム実施過程において、

農民及び農業機械メーカーからプログラム支援対象農業機械の品質・性能に関する公的な機

関による統一的な検査・評価体制の整備が強く求められている。

２）さらに、国内流通産品について、「測定及び基準」に関する連邦法に基づき、基準の制定

が義務づけられており、農業機械についても検査方法、評価基準の策定が求められている。

　以上のような事情から、SAGARは、農業機械の検査・評価制度を導入することとし、日本

政府に対し、検査方法及び評価基準の策定、検査・評価業務に従事する技術者の要請・訓練等

に関するプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

(2) 目的

　本事前調査はメキシコ政府の要請について、国家計画との整合性、実施体制等の点から要請

内容の確認及び農業機械化の現状などを調査することを目的とした。

　プロジェクト方式技術協力の協力計画案については、この事前調査結果を踏まえ、関係各省
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との協議を行い、決定する予定である。

１－２　調査団の構成

１－３　調査日程

　1997年（平成９年）８月18日（月）～８月31日（日）（14日間）

担 当 業 務 氏　　名 所　　　　　属

総　　括（団長） 菊池　雅夫 国際協力事業団　専門技術嘱託

計　画　協　力 安達　武史 農林水産省　農産園芸局農産課課長補佐

農　業　機　械 藤村　博志 農林水産省　農産園芸局肥料機械課課長補佐

農業機械評価試験 落合　良治 生研機構　評価試験部原動機第一試験室室長

技　術　協　力 井上　　裕 国際協力事業団　農業開発協力部農業技術協力課

日順 月日 曜日 移　動　及　び　業　務
１ 8/18 月 成田発メキシコシティ着
２ 8/19 火  9:30 JICA事務所打合せ

10:40 メキシコ外務省
11:30 日本大使館
13:40 農牧業農村開発省（SAGAR）国際局長表敬
17:40 SAGAR農業局長表敬

３ 8/20 水 10:30 SAGARメキシコ連邦区農政局
11:30 パイロットセンター予定地調査
17:30 製造業者組合連合

４ 8/21 木 10:30 チャピンゴ自治大学
12:30 国立農牧林業研究所（INIFAP）サイト調査

５ 8/22 金 第１回協議
６ 8/23 土 農業機械工場視察（プエブラ州）
７ 8/24 日 団内打合せ
８ 8/25 月 10:00 第２回協議

12:30 SAGAR企画次官表敬
13:00 農民連合及び製造業者組合連合との打合せ

９ 8/26 火 10:00 ミニッツ案の検討
18:00 農業局長と協議

10 8/27 水 ミニッツ最終案打合せ（農業局長、国際局長、INIFAP部長）
18:00 INIFAP長官表敬

11 8/28 木 ミニッツ作成、ミニッツ署名・交換及びレセプション
JICA事務所報告、大使館報告

12 8/29 金 資料整理
13 8/30 土 メキシコ発
14 8/31 日 成田着
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１－４　主要面談者

＜メキシコ側＞

(1) 農牧業農村開発省（SAGAR）

　Jose Andres Casco Flores 企画次官

(2) SAGAR農業局

　Jose Luis Plaza Sanchez 局長

　Mateo Vazquez Morales 局長顧問

　Salvador de la Cruz 振興部長

　Andres Benitez Omana 振興部次長

　Francisco Sanchez Vicente 農業支援課長

(3) SAGAR国際局

　Victor Hugo Morales M. 局長

　Lourdes Cruz Trinidad 部長

　Martha H. Flores Cervantes 次長

　Luis Ricardo Lopez Figueroa 課長

(4) 国立農牧林業研究所（INIFAP）

　Jorge Kondo Lopez 長官

　Rodrigo Aveldaño Salazar 農業担当理事

　Luis Fernando Flores Lui 基本作物部長

　David Moreno Rico ベラクルス試験場　メキシコ湾岸部地域部長

　Santos Gabriel Campos Magaña ベラクルス試験場　農業機械部長

　M. C. Adrian Aragon Ramirez バイエ・デ・メヒコ試験場　研究員

(5) チャピンゴ自治大学

　Victor Manuel Mendoza Castillo 学長

　Jose Guadalupe Gaytan Rueda 農業機械学部長

　Francisco Muñoz Gomez 農業機械学部教授

(6) 全国農民連合会農牧資材委員会

　Veronica Viloria Gomora 代表
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(7) 全国自作農連合会

　Jose Abel Castellanos 会長／全国コーディネーター

(8) 製造業者組合連合会（CANACINTRA）

　Andres Escamilla Yanez 会長

＜日本側＞

(1) 在メキシコ日本国大使館

　新井　辰夫 参事官

　丸井　康順 一等書記官

(2) SAGAR国際局

　宮石　幸雄 JICA個別派遣専門家

(3) SAGAR農業局

　金井　啓吉 JICA個別派遣専門家

(4) JICAメキシコ事務所

　木下　　建 所長

　半谷　良三 次長

　三牧　純子 所員
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２．要約（総括）２．要約（総括）２．要約（総括）２．要約（総括）２．要約（総括）

(1) 所見

１）今回の調査期間中において、双方で基本的合意をみた農業機械の検査・評価体制の整備計

画については、農牧業農村開発省（SAGAR）が農業機械の検査・評価事業を農牧業施策の

重要な柱の１つとして位置づけ、農民連合、農業機械製造業者、大学全国農業機械・作業機

試験・評価センター等の多くの関係者の支援を得て、SAGAR農業局、National Standardi-

zation Center及び（CENAPEMEA）の３者が、それぞれの役割を分担し、かつ３者の緊

密な連携のもとに農業機械の検査・評価事業を実施する体制を整備する方向が構想されてお

り、関係者の努力と熱意は高く評価される。

２）既にCENAPEMEAは設立されており、今後は可及的すみやかにSAGAR農業局内の農業

機械化行政執行組織・機械を充実強化するとともに、National Standardization Centerを

設立し、組織としての法的位置づけを明確にしたうえで、組織機構、業務内容、技術スタッ

フを含む専従職員の配置計画などを具体的に定め、活動できる体制を整えることが望まれ

る。

３）調査団としては、農業機械の検査・評価体制が、メキシコ側の計画どおりに整備され、実

施に移されたならば、この事業計画に対する協力効果は、極めて高いと評価されることか

ら、日本国政府及び関係機関に対し、SAGARから協力要請のあったこの事業計画に対する

プロジェクト方式技術協力を実施することが望ましいことを提言する。

４）特に、調査団としては、現在、SAGAR農業局が作業グループを設置して検討、準備中の

農業機械の検査・評価事業計画に関するプロジェクト方式技術協力実施に必要な措置につい

て、日本政府または関係機関がその進捗状況を適宜確認しつつ、プロジェクト方式技術協力

の実施可能性を検討し、次のステップの取扱方針を決定し、遅くとも1998年３月までにJICA

メキシコ事務所を通じてメキシコ側に連絡することを希望する。

(2) 今後の対処にあたって留意すべき事項

１）調査団は今回のメキシコ側との検討協議においてミニッツの第１項に述べた技術協力を実

施するにあたっての基本的な考え方を機会あるごとに説明し、SAGAR農業局に作業グルー

プを設け、National Standardization Centerの建物・施設の内容・規模、所要改修予算の

積算と要求、組織機構、職員配置計画、具体的な協力活動の内容、供与機材の内容などを検

討し、早急に必要な措置を取るよう求めてきた。このため、既にメキシコ側においては作業

グループを設けて検討作業に入っているとの報告もある。特に、National Standardization

Centerの建物・施設の改修経費については、SAGAR企画担当次官、SAGAR農業局長は、
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日本のプロジェクト方式技術協力実施を前提に1998年会計年度予算で要求確保することを表

明している。したがって、SAGAR農業局によって要求確保された改修予算は日本のプロ

ジェクト方式技術協力実施についてのGOサインがない限り執行できないという問題も含ん

である。

　日本側としては1998年度以降ODA予算の10％削減方針があり、個々の案件ごとの対応方

針を早急に示すことは困難であると考えられるが、メキシコ側の本件に関する検討準備状況

を確認し、可能な限り早期に技術協力の実施可能性を検討して次のステップへの取り組み方

針を明確に示すことが、メキシコ側の準備作業を促進する観点から望ましい。

２）本件農業機械検査・評価事業計画については、単に農業機械の品質・性能にかかわる検査

方法及び基準を技術的観点から設定するというよりも、メキシコの小規模経営農家の農業機

械化を促進するための行政手段の１つとして、農業機械の検査・評価制度を導入するという

視点から協力のあり方を検討し、取り組むことが重要である。

　したがって、メキシコ側の実施体制は、調査団が今回の調査を通じてメキシコ側に重ねて

説明してきたとおり、SAGAR農業局を中核として、National Standardization Centerが

設置される国立農牧林業研究所（INIFAP）バイエ・デ・メヒコ試験場が協力する形で事業

展開を図るシステムを考えることが重要である。

３）このような観点から、プロジェクト方式技術協力を実施する場合に日本から派遣される

チームリーダーのリクルートにあたっては、技術的な知識経験はもちろんではあるが、農業

機械化行政の経験を有し、メキシコにおける農業機械の検査・評価制度を含む農業機械化促

進施策を指導・助言し、制度構築に貢献しうる専門家という視点で行うことが重要である。

　したがって、チームリーダーのカウンターパートはSAGAR農業局長とし、農業局に執務

室を設け、メキシコの農業機械化行政全般を指導しうる体制を確保することが重要である。

４）メキシコ側は実際の農業機械の検査・評価業務は、CENAPEMEAに参加している機関が

機種を分担して実施することとしている。CENAPEMEAの業務に対し、プロジェクト方式

技術協力は直接関係することとしていないが、このプロジェクト方式技術協力の目標は農業

機械の検査・評価制度導入であることから、この制度の円滑かつ効果的な運営を促進する観

点から、CENAPEMEAの農業機械検査・評価業務実施体制のあり方について必要な指導・

助言をする必要があろうかと考える（CENAPEMEA傘下の農業機械検査・評価業務実施機

関の検査用機械はメキシコ側の予算で整備することとなっているが、検査用機械の選定・整

備についても指導・助言を行う必要があろう）。

５）日本がプロジェクト方式技術協力を実施する方針が決定した場合には、可能な限り早期

に、農業機械の検査・評価行政にも精通した専門家を含む長期調査員を派遣し、今回の調査

において基本的な合意をみた農業機械の検査・評価システムを再検討し、メキシコの実情に
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より即したものにすることが重要である。

６）プロジェクト方式技術協力を円滑に実施し、持続性のある成果を確保するためには、計画

策定段階から、双方が率直に意見交換し、共通の理解と目的のもとに協力計画を策定し、そ

の計画達成に向けて双方が努力することが重要であると考える。
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３．要請の背景と内容３．要請の背景と内容３．要請の背景と内容３．要請の背景と内容３．要請の背景と内容

３－１　要請の背景

　メキシコ国では、人口増加の一方で、農業労働人口の都市への流出等が激化して食糧生産が需

要に追いつけず、食糧輸入の割合が増している。このため農家の社会的地位を向上させ農業生産

性の向上を図ることが国家の重要な施策の１つとなっている。

　メキシコ政府は1995年～2000年における国家開発計画の一環として農業開発支援政策を打ち出

した。主な内容は、

(1) 施肥灌漑支援

(2) 機械化支援

(3) 草地造成支援

(4) ミルク加工産業支援

である。(2)機械化支援に関して農業機械導入計画を発表し、トラクター約4,000台、播種機約800

台等を導入することとなっている。

　しかし、これらの農業機械導入に際し、性能・耐久性・安全性等について公的な基準がないた

め、メーカーが個々に行った試験結果を信頼せざるを得ない状況にある。

　それらの状況からメキシコ政府としては農業機械の検査評価試験システムを確立することが重

要な課題となっている。

３－２　要請の内容

(1) プロジェクト名

　メキシコ農業機械検査・評価事業計画

　The Agricultural Machinery Test and Evaluation Project

(2) 要請機関名

　農牧業農村開発省

　La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)

(3) 協力機関

　国立農牧林業研究所

　Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP)
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(4) 協力期間

　５年間

(5) プロジェクトの実施場所及び実施機関

　本計画責任機関であるSAGAR農業局のもと、INIFAPバイエ・デ・メヒコ試験場にて実施

する。

(6) プロジェクトの目的

　農業機械化推進の阻害要因となっている農業機械の品質・性能の保証を確保するための検

査・評価制度の導入と、農業機械の検査・評価事業の実施を通じて、メキシコ国内の農業機械

製造業者の技術レベルの向上に資する。

(7) プロジェクトの活動内容

１）National Standardization Centerが実施する農業機械の検査方法及び評価基準の素案策

定に対する技術指導

２）全国農業機械・作業機試験・評価センター（CENAPEMEA）傘下の大学、INIFAP等が

実施する農業機械の検査・評価業務を担当する技術スタッフの養成研修に対する技術指導

３）SAGAR農業局が所掌する農業機械の検査・評価を含む農業機械化行政に関する指導助言

(8) 日本側の協力

１）専門家の派遣

２）機材供与

３）カウンターパート研修員の受入れ

(9) 日本人専門家の協力分野

１）長期専門家

①プロジェクトリーダー

②農業機械評価試験（２、３名）

③農業機械（行政）

④業務調整

２）短期専門家

　必要に応じて
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４．事前調査の調査・検討経過４．事前調査の調査・検討経過４．事前調査の調査・検討経過４．事前調査の調査・検討経過４．事前調査の調査・検討経過

４－１　調査検討における基本姿勢

(1) 調査団のメキシコ訪問目的は、既に述べてきているとおり、メキシコ政府農牧業農村開発

省（SAGAR）から協力要請があった農業機械の検査・評価事業計画について、その協力要請

の背景及び要請内容の確認、協力事業の実施体制、プロジェクト方式技術協力の実施可能性等

を調査・検討することにあった。

(2) 本件協力要請に係る事前の情報については、個別断片的なものは個別派遣専門家を通じて

もたらされていたが、在外公館またはJICA事務所を通じてSAGARから提供された情報として

は、1996年９月に在外公館を通じてもたらされた要請書ほか数点に過ぎず、調査団派遣前に必

ずしも十分な事前検討を行い得なかった。

(3) このため、調査団としては８月19日から８月21日までの間に行われたメキシコ政府外務省

国際協力部長、SAGAR国際局長及びSAGAR農業局長への表敬訪問、SAGARメキシコ連邦区

農政局、製造業者組合連合、チャピンゴ自治大学、国立農牧林業研究所（INIFAP）バイエ・

デ・メヒコ試験場等への調査訪問の機会を活用して、協力要請の背景とその内容、メキシコ側

が考えている農業機械の検査・評価スキームなどについて積極的に意見交換を行い、情報不足

をカバーし、８月22日からのメキシコ側関係者との協議に備えた。

(4) 調査団としては、メキシコ側に対し、「将来の協力活動を円滑かつ効果的に進めるために

は、日本・メキシコ双方が率直に意見交換を行い、事業の目的と内容、進め方などについて、

双方が共通に認識・理解し、共通の基盤の上に立って計画を樹立することが重要である」こと

を説明し、同じ土俵の中で検討・協議をすることに努めた。

４－２　技術協力実施にあたっての基本的な考え方

　調査団は、メキシコ側関係者への表敬訪問の際はもちろん、協議の冒頭などあらゆる機会にお

いて、メキシコ側に自覚させるため、協力要請された農業機械の検査・評価事業は、基本的には

SAGARがメキシコ国の農牧業政策上の重要課題として、自らの責任において主体的に実施すべき

事業であって、日本は単に協力者の立場にあるに過ぎないことを十分認識することが極めて重要

であることを繰り返し説明し、メキシコ側関係者に理解せしめることに努めた。

　また、調査団は我が国の行財政改革の方針に基づき、1998年度以降３年間にわたって、政府開

発援助（ODA）予算が10％削減されることから、従来より以上に援助の効率的、効果的に実施が
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求められることが予想され、本件事業に関してプロジェクト方式技術協力を実施するにあたって

は、少なくとも次の３条件が満たされていることが基本的に重要であることを強調し、メキシコ

側関係者がこれら前提条件を確保するために最大限の努力をするように求めた。

　上記の事項は、今後のプロジェクト方式技術協力を実施する上で極めて重要であることから、

調査団とメキシコ側関係者との間で署名交換したミニッツの冒頭で確認し合うこととした。

(1) 技術協力によるその成果の波及効果が大きく、農業機械の検査・評価事業が制度として定

着し、持続性の確保が期待されること。

(2) 技術協力活動に必要な建物・施設が整備されていること。

(3) 事業実施の組織・機構が確立し、職員の配置、事業予算措置等が確保されているか、ある

いは確保される見通しが確認されること。

４－３　技術協力要請の確認

(1) 調査団は、関係機関への表敬訪問などの機会はもちろん、メキシコ側関係者との協議の際、

それらメキシコ側関係者から、メキシコ国における農業機械化の現状と協力要請の背景につい

て説明を求めた。メキシコ側関係者の説明によると、メキシコ農牧業政策に課せられた重要課

題の１つは、小規模農家の農業の機械化を促進して農業の生産性の向上を図りつつ、農業経営

の近代化を推進し、農村の社会的・経済的な地位を向上させることにある。

　しかしながら、①メキシコ国内においては、農業機械の開発・改良、耐久性、経済性等に関

する試験研究体制の整備の遅れから、それらに関する研究開発、技術の蓄積が乏しく、農業機

械化を推進する阻害要因の１つとなっている、 ②農家は労働生産性向上の観点から、農業機械

の導入に強い意欲を持っているが、メキシコ国内で流通している農業機械は、メキシコの立地

条件に即した農業機械の性能、耐久性、安全性、経済性等に対する信頼しうる保証措置がなさ

れていないため、農家は農業機械の導入にあたって極めて高いリスクを払っている。これら、

メキシコにおける農業機械化の促進を阻害している要因は、農業機械に対する公的機関による

統一的な検査・評価体制が整備されていないため、農業機械の品質・性能に関する保証措置が

なされていないことによる。

　一方、現在メキシコ政府SAGARは、以下の事態に直面している。

１）SAGARは農業の生産性を向上し、農家の社会的地位を向上させるため、州政府との連携

のもとに農村の開発を促進すること目的とした「農村のための連帯（Alianza para el Cam-

po）」プログラムを展開しており、そのプログラムの一環として「農機具装備支援計画（農

機具・小型機械の普及促進）」、「農業機械化支援計画（トラクター及びその修理部品、播

種機に対する補助）」等を推進している。この政策プログラム実施過程において、農民及び

農業機械メーカーから、プログラム支援対象農業機械の品質・性能に関する公的な機関によ
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る統一的な検査・評価体制の整備が強く求められている。

２）さらに、国内流通産品について、「測定及び基準」に関する連邦法に基づき、基準の制定

が義務づけられており、農業機械についても検査方法、評価基準の策定が求められている。

　このような事態に対処するためSAGARは、農業機械の検査・評価制度を導入することと

し、日本政府に対し、検査方法及び評価基準の策定、検査・評価業務に従事する技術者の養

成・訓練などに関し、プロジェクト方式技術協力を要請した旨述べた。

(2) 上記のメキシコ側関係者による農業機械化の現状説明から、調査団は農業の機械化が阻害

されているメキシコ農業の実態を認識するとともに、今回の調査期間中に面談した政府関係

者、チャピンゴ自治大学関係者、INIFAPの関係者、製造業者組合連合会の関係者、農業機械

メーカー、農民組合連合の関係者等、多くの関係者から、 ①農村の労働力減少に伴う生産性の

向上を図るための農業機械化促進の必要性、 ②国内に流通する農業機械の品質の向上、③国内

農業機械メーカーの技術水準の向上などの観点からも農業機械の検査・評価体制を整備するこ

との必要性が強く表明されたことなどから、調査団としてもメキシコにおける農業機械の検

査・評価組織体制の整備と検査・評価制度（事業）導入の必要性、重要性を理解することがで

きた。

４－４　農業機械の検査・評価体制の整備計画

(1) メキシコ政府は、1996年９月の協力要請書においては、メキシコ国内で流通する農業機械

に関する情報サービス活動、農業機械の製造開発計画の策定、技術者の養成訓練計画企画・実

施等の研究開発活動及び農業機械の検査・評価・保証活動等を行うNational Testing and

Evaluating of Agricultural Machinery and Equipment Center (Centro Nacional de Pruebas

y Evaluación de Maquinaria y Equipo Agrícola, Asociación Civil.社団法人全国農業機械・

作業機試験・評価センター：CENAPEMEAを設立するとともに、このCENAPEMEAの業務

運営を軌動に乗せるための中核的な支援機関としてPilot Center of Testing and Evaluating

of Agricultural Machinery Pilot Centerを設立することとし、これに対するプロジェクト方

式技術協力を要請してきた（巻末資料３参照）。

　しかしながら、CENAPEMEAとPilot Centerは図4-1及び図4-2に示したとおり、次に記載

する業務をそれぞれ所掌するサービス部門、研究開発部門及び規格化・保証・認定部門で構成

される組織機構となっている。

１）サービス部門

①農業機械導入のための種々の運転条件、土壌条件、栽培条件に対する機械の性能・適応性

の設定
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図4-1　Hierarchic Structure of the National Testing and Evaluating

of Agricultural machinery and Equipment Center
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図4-2　Hierarchic Structure of the Pilot Center of Testing

and Evaluating of Agricultural Machinery
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②農業機械の選択、運転操作、保守・管理、整備・修理に関する技術情報の提供、普及

③特定の農業機械・作業機の国内導入にあたっての技術的、経済的観点からの検討と提言

④既存の農業機械・作業機の作業性能・精度の向上を図るために必要な機械の改良点の提言

⑤研究開発機関と農業機械工業との連携の推進

２）研究開発部門

①研修、資格付与、専門課程の企画及び実施に関する高等教育・研究機関との協力並びに農

業機械に関する技術研究開発計画における製造業者との一体的協力

②農業機械・作業機の製造に関する実現可能性の検討

③農牧畜業部門の政府関係機関との合同による農業機械化の地方計画の策定

３）規格化、保証、認定部門

①試験場及び現場（各本部機関）でのメキシコで取引される農業機械・作業機の試験の実施

と機械の性能・精度の評価・検査・証明

②農業機械の地域性の保証と、その標準化の促進

③農業機械・作業機の試験・評価を実施するためのメキシコ規格及びメキシコ国定規格の提

起

④農牧業農村開発省の事前の承認をもって、国立農業機械・作業機試験・評価センター及び

各関係機関の認定の商工省（SECOFI）への申請

(2) 調査団としては、メキシコ側に対し、CENAPEMEAの業務が軌動に乗るまでの暫定的な

支援措置とはいえ、なぜ同じ組織を有しかつ同じ業務を実施する２つの機関を設立する必要性

があるのか（調査団訪問時には既にCENAPEMEAは設立されていた）また、Pilot Centerは

固有の職員を持たずCENAPEMEAに加入している法人からの出向職員によって所要の業務を

実施する不安定な機関としたのはなぜか、などについて質問したが、積極的な理由を聞くこと

はできなかった。

　さらに、調査団としては、日本がプロジェクト方式技術協力を行うとしてもPilot Centerが

実施するすべての業務を対象に協力活動を実施することは困難であると判断した。

　このため、Pilot Center構想は白紙に戻し、メキシコの農業機械化を促進するために「政府

が担当すべき業務は何か」という視点からプロジェクト方式技術協力で対象とすべき活動分野

についてメキシコ側関係者と協議し、“Standardization”に係る分野に限定するのが望まし

いとの結論に達し、Pilot Centerに代えて、新たに「National Standardization Center for

Test and Evaluation of Agricultural Machinery 注１（仮称）」National Standardization

　注１ この名称については今後メキシコ側において、政府機関の名称としてCenterが適切か、Instituteとすべき

か、さらに検討し、決定されることとなった。
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Centerを設立し、この機関に対し、プロジェクト方式技術協力を実施することとした（メキシ

コ側にはCertificationの機能を持たせたいとの意見があったが、製造業者組合連合会として

は、Certifica機能はCENAPEMEAに残したいとの意見が出され、それに従うこととした）。

　このNational Standardization Centerが具体的に所掌する業務は、①農業機械の品質性能

に係る検査項目及び検査項目別検査方法の検討、策定並びに、 ②それに基づいて行われた検査

に基づく評価基準（案）の策定、③CENAPEMEAの傘下で実際に農業機械の検査及び評価業

務を担当する技術者の養成・訓練の３業務とすることとなった。

＜参考＞

　CENAPEMEAの傘下で、実際に農業機械（含む作業機）の検査・評価業務を実施する機関

及び取扱い機種

①国立農牧林業研究所（INIFAP）＜ベラクルス州カンポ・コタクストラ＞

：畜力耕耘機械

②チャピンゴ自治大学 ：トラクター

③グァナファト大学（農業科学研究所） ：収穫、収穫処理機械、播種機、移植機

④メキシコ国立自治大学 ：播種機、施肥機、移植機、ポンプ

⑤タマウリパス自治大学

⑥ヌエポレオン自治大学 ：ポンプ、スプリンクラー、施肥機

⑦モレロス州立自治大学

⑧大学院大学（サン・ルイス・ポトシのキャンパス）：耕耘、施肥・播種機

４－５　National Standardization Centerの設置場所

　本調査団が派遣される前、メキシコ側はPilot Centerをメキシコ州ソチミルコ（Xochimilco）に

あるSAGARのメキシコ連邦区農政局の既存の農業関係研修施設を改造・改修のうえ、使用する計

画を提示してきた。しかし調査団訪問の直前になって、メキシコ側からソチミルコは、水郷地帯

で地下水脈が地下50㎝のところにあり、新しい施設の建設が困難であるとして、別の候補地での

調査を要請してきた。

　今回の調査において、メキシコ側から次の３箇所の候補地が提され、調査団はこれら３箇所に

ついて調査した。

(1) SAGARメキシコ連邦区農政局敷地内

(2) チャピンゴ自治大学構内

(3) INIFAPバイエ・デ・メヒコ農業試験場敷地内
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　メキシコ側は視察した３箇所について調査団に意見を求めた。これに対し調査団としては、利

用可能な建物・施設の現状からチャピンゴ自治大学内に設置するのが望ましいと考えたが、具体

的な名前をあげるのは避け、候補地選定基準を次のとおり提示した。

１）建物・施設の改修、改造が容易に行え、経費も少なくてすむこと

２）農業機械の検査・評価に関して若干なりとも技術的蓄積があること

３）National Standardization Centerには専従職員を配置する必要があることから、技術ス

タッフを含む専従職員を確保し得る可能性が高いこと

４）National Standardization Centerの機能の１つとしてCENAPEMEA傘下の大学等の農

業機械の検査・評価担当者の養成・訓練業務があることから、宿泊施設の確保が容易である

こと。

５）技術協力のスムーズな実施を考えると農業機械の検査用設備、機器が若干なりとも整って

いることが望ましい。

　調査団が提示した上記コメントを踏まえて、メキシコ側関係者（農業局長、INIFAP、チャピン

ゴ自治大学、メキシコ連邦区農業局）間で協議した結果として、農業局長から、①研究機関とし

て研究、技術蓄積がある、②社会的知名度がある、③チャピンゴ自治大学に隣接しており、相互

交流が可能である、ことなどの理由から、INIFAPバイエ・デ・メヒコ農業試験場内に設置するこ

とが提案され、調査団としては、これに同意した。

　（注）当初ルイス農業局長は、場合によってはチャピンゴ自治大学内に設置する場合もあり得るとの考えを示し

ていたが、最終的には、INIFAPバイエ・デ・メヒコ農業試験場内に設置することで落着した。

４－６　組織としての法的位置づけ

　本調査団としては、新たに設置されるNational Standardization Centerの組織としての法的位

置づけを明確にするよう、メキシコ側に求めた。その結果、INIFAPバイエ・デ・メヒコ農業試験

場内に設置されることから、同試験場の付属機関とすることが合意された。したがって、この合

意に基づいて、INIFAPとSAGAR農業局とが今後検討し、どのような形態の付属機関とするか（例

えば、他の研究室と同格の組織とするか、または、場長直属の独立した組織とするか）を決定し、

所要の措置が取られる見込みであり、今後とも注意深く、見守る必要がある。

　（注）(1) 調査団としては、SAGAR農業局の付属機関として法的に位置づけるように提案したが、SAGAR農

業局に付属機関を新設することは認められないとの回答があった。

　(2) National Standardization Centerで設置されるINIFAPバイエ・デ・メヒコ農業試験場が、技術協

力を行う場合のプロジェクト実施サイトの１つとなる。
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４－７　National Standardization Centerの建物・施設の内容、規模と改修予算

　日本側が技術協力を実施する前提条件としては、協力活動を行うこととなるNational Standardi-

zation Centerの設立が確実に見通せる条件が整うことが極めて重要である。特に、メキシコの会

計年度は１月～12月であり、現在、1998年度予算編成時期にあることから、SAGAR企画担当次官

を表敬した際、同次官から、調査団に対し、National Standardization Center設立のための

INIFAPバイエ・デ・メヒコ試験場の建物・施設の改修経費の額を提示するよう求められた。

　しかしながら、調査団としてはこのためには、まず、当面National Standardization Centerで

取り上げる農業機械の検査方法及び評価基準策定の対象となる機種を選定し、それに基づいて建

物・施設の規模と内容を定め、所要経費を含めた改修計画を策定する必要があることから、メキ

シコ側において早急にJICA個別派遣専門家の指導、助言を得て計画を検討策定し、予算要求を行

うことが望ましい旨述べ、メキシコ側も、この方向で対処することを約束した。

　改修に必要な予算はSAGAR農業局が要求確保し、実行段階においてINIFAPに移し替えが行わ

れて支出されることとなる。このためSAGAR農業局としては、1998年度予算として計上確保に努

めるが、この改修予算は、日本の協力を前提に行うものであり、かつ、改修工事の実施との関係

もあることから、調査団に対し、日本側の協力に対する態度決定を早期に行うように求めた。こ

れに対し調査団は改修予算の確保のほか、後に述べるNational Standardization Centerの組織機

構、職員配置計画等、メキシコ側の技術協力受入れ体制の整備状況を確認のうえ1998年２～３月

ごろまでには、日本側の対応方針をJICAメキシコ事務所を通じて連絡する旨回答した。

　なお、日本のプロジェクト方式技術協力が実施された場合におけるメキシコ側が負担すべき運

営管理経費についても、SAGAR農業局が所要の予算を確保のうえ、INIFAPに移し替えを行い実

行する。

４－８　National Standardization Centerの組織機構、職員配置計画

　本メキシコ側は、新たに設立することとなったNational Standardization Centerの組織機構及

び技術スタッフを含む専従職員の配置計画について、JICA個別派遣専門家の指導、助言を得なが

ら、National Standardization Centerが行う具体的な業務内容、検査・評価対象となる農業機械

の機種とその検査・評価作業内容、CENAPENEA傘下の検査・評価業務担当技術者の養成・訓練

計画を検討のうえ、早急に策定することを約束した。

　特に、技術スタッフを含む専従職員については、INIFAPの主たる責任のもとに人選されること

となるが、INIFAP自体新規増員は認められていないことから、INIFAPに所属する全国の試験場

の中から広く人選が行われるものと予想される。
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４－９　農業機械の検査・評価システム

　本調査団とメキシコ側関係者は、メキシコ国の農業機械の検査・評価システムのあり方につい

て検討・協議を重ね、その結果、メキシコ国の国情に沿った恒久的な制度とするためには、JICA

派遣専門家の指導・助言を得ながら、引き続き慎重かつ十分な検討を行って策定することが重要

であることを相互に確認したうえで、当面の基本構想として、次のとおり合意した。(図4-3参照)

(1) 農業機械の検査・評価は、農牧業政策推進上の重要な行政活動であることから、既存の組

織を再編成してSAGAR農業局内の農業機械検査・評価を含む農業機械化全般を担当する局部

を充実強化する。農業機械化行政担当部局は、National Standardization Center及び既に設

立されたCENAPEMEAの業務に対する指導と連絡調整機能を持たせる方向で検討する。な

お、日本のプロジェクト方式技術協力が実施される場合は、プロジェクトの責任機関は

SAGAR農業局となる。INIFAPはこのプロジェクトの実施にあたって、農業局に対し必要な

協力を行う。

　調査団としては、メキシコ側関係者に対し、農業機械の検査・評価事業は単に検査方法、評価

基準という技術的問題としてよりは、農業機械化を促進するための行政手段として理解すること

が重要であることを繰り返し説明するとともに、この検査・評価事業では、SAGAR農業局を中核

にした事業展開を図るシステムを構築することが重要であり、そのためにはSAGAR農業局内に農

業機械化全般を担当する部局の新設が必要であることを求めた（企画担当次官をはじめ、SAGAR

国際局長、農業局長、INIFAP長官）。しかしながら、現在メキシコ国においては、地方分権化を

進めており中央政府に新しい組織の設置は認められないとのことから、農業局長はSAGAR農業局

内の既存の組織を再編整備のうえ、農業機械検査・評価を含む農業機械化全般を担当する部局を

充実強化する方針を表明した。

　また、日本が技術協力を実施する場合のプロジェクト責任機関をSAGAR農業局とすることにつ

いて、メキシコ側から抵抗はなかったが、実施機関をINIFAPとしたいとの要求が出された。調査

団としては、このプロジェクトはINIFAP全体を相手に協力するのではないことから、プロジェク

トの実施サイトとして「INIFAPバイエ・デ・メヒコ試験場に設置されるNational Standardiza-

tion Center」が対象になるに過ぎないことを主張し、妥協の結果として、ミニッツで「INIFAP

はこのプロジェクトの実施にあたっては、農業局に対し必要な協力を行う」と表現することになっ

た。実際に技術協力を実施するにあたっては、SAGAR農業局とINIFAPとの間で、このプロジェ

クト実施にあたってのそれぞれの役割分担などについて、具体的な取り決めを結ぶことになるも

のと思われる（SAGAR農業局長示唆）。

　なお、調査団はプロジェクト責任機関をSAGAR農業局とすることとの関連で、日本側のプロ
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ジェクトチームリーダーのメキシコ側カウンターパートは、SAGAR農業局長とし、チームリー

ダーはSAGAR農業局内に執務室を設け、常駐することとなる可能性が大きい旨述べた。

　本件技術協力は、技術開発を主目的とするものでなく、農業機械化行政を構築することにある

ことから、SAGAR農業局を主体に協力を進めることが極めて重要である。

(2) 新設National Standardization Centerは、農業機械の品質・性能に関する検査方法

（Testing Method）及び評価基準の原案策定のための公的機関として位置づける。

　National Standardization Centerは、メキシコの連邦法である「測定及び基準法」を踏まえて、

農業機械の品質・性能に関する検査方法及び評価基準の原案策定を主たる目的として新設される

もので、恒久的かつ公的な機関であることを位置づけることとした。すなわち、新しい農業機械

が製造されれば新たな検査項目、評価基準を策定する必要性が生ずることはもちろん、検査方法、

評価基準は技術の進歩に伴って改廃、更新する必要性が生ずることから、永続的な公的専門機関

として位置づけ、権威あるものとすることが重要であることを繰り返し説明し、メキシコ側関係

者に理解せしめることに努めた。

(3) National Standardization Centerで策定された検査方法及び評価基準の素案は、SAGAR

農業局の農業機械化行政担当部局に提出され、担当部局で調査検討のうえ、「農業機械国家基

準委員会」に提案し、審議決定を経て、商工省基準総局に登録申請し、官報で広告される。

　「測定及び基準法」に基づいて既に「農業機械国家基準委員会」は設置されており、上記の手

順に従って処理される見込みである。

(4) 公告された検査方法及び評価基準に基づいてCENAPEMEAは、傘下の大学、INIFAP等の

検査・評価実施機関において、農業機械メーカーから申請のあった農業機械について検査す

る。その検査結果に基づいて評価案を作成し、CENAPEMEAのTechnical Committeeに提出

する。Technical Committeeにおいて検討のうえ最終評価を行い、SAGAR農業局に保証書発

行の承認を求める。

(5) SAGAR農業局は保証書の発行を承認した機材について公示するとともに、CENAPEMEA

を通じて、検査・評価を申請した農業機械メーカーに対し、検査・評価結果を通知する。ま

た、CENAPEMEAは、承認された農業機械について、その性能・運転操作方法などの情報を

農民をはじめ広く公報する。
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　以上が、今回の検討・協議を経て、双方で合意された農業機械の検査・評価システムに係る基

本構想であるが、日本が技術協力を実施する方向が決定された場合には、農業機械の検査・評価

行政にも精通した専門家を含む長期調査員を派遣し、メキシコ国の法律、制度等を踏まえた、よ

り具体的なシステムをメキシコ側関係者と協力して策定することが重要である。その場合には、

CENAPEMEAとの関係についてもより明確にする必要がある。

図4-3　メキシコ国における農業機械の検査・評価システム基本構想
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４－10　技術協力要請の内容について

(1) メキシコ側は、National Standardization Centerの設立との関係を踏まえ、調査団に対し、

技術協力の要請内容を、次のとおり説明した。

１）農業機械の検査・評価事業は、小規模経営農家の機械化を促進し、農業生産性の向上を図

りつつ農業経営の近代化を図り、農村の社会的・経済的地位の向上に資するために実施する

ものである（プロジェクトの上位目標に相当）。

２）検査・評価事業は、メキシコ国において農業機械化の阻害要因となっている品質・性能の

保証を確保するための検査・評価制度の導入と、検査・評価事業の実施を通じて国内農業機

械メーカーの技術レベルの向上に資するために実施するものである（プロジェクトの目的に

相当）。

３）技術協力における技術内容は、National Standardization Centerが実施する農業機械の

検査方法及び評価基準の素案策定に対する技術指導、並びにCENAPEMEA傘下の大学、

INIFAP等の検査・評価業務担当スタッフの養成・研修に対する指導、農業機械化行政に対

する指導助言である。しかしながら、その具体的な内容については、今後JICA個別派遣専

門家の協力を得て早急に作成し、JICA事務所を通じて連絡する。

４）技術協力内容と密接に関連する検査、評価対象機種については、既に協力要請した（1997

年５月26日付）マスタープランで示したが、あらためて農家の農業機械の利用実態、国内農

業機械製造者の製造機種とその技術レベル、輸入農業機械の実態などを調査検討のうえ選定

し、優先順位を付してJICA事務所を通じて連絡する。

５）技術協力活動に必要な機材の供与については、あらためて検査、評価対象機種、National

Standardization Centerの設置場所の機械設備の装備状況などを検討のうえ、リストアップ

しJICA事務所を通じて連絡する。

６）日本側専門家の派遣及びメキシコ側のカウンターパートの日本での受入れ研修について

は、具体的な協力内容を検討する過程で、日本側と協議のうえ決定する。

(2) メキシコ側関係者から説明があった上記技術協力要請内容との関連で、調査団はメキシコ

側に対し、次のとおり要望または確認を行った。

１）日本側として技術協力の実施可能性を検討する関係上、上記協力要請に係る3)、4)及び5)

の検討及び農業機械の検査・評価体制整備計画に係るNational Standardization Centerの

建物・施設の内容・規模と改修予算、組織機構、職員配置計画等の検討については、可能な

限り早期に実施し、計画を策定のうえ、通報されることが望ましいことから、SAGAR農業

局長が指名する者をメンバーとする作業グループを農業局内に設けて検討する体制を整える

ことを要望した。これに対し、メキシコ側では既にSAGAR農業局（３名）及びINIFAP
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（２、３名）から選任されたメンバーによって作業グループが組織され、活動を始める状況

にあった。

２）技術協力が実施された場合におけるメキシコ側が負担すべき運営管理費の予算措置を求め

たのに対し、メキシコ側はSAGAR農業局が責任をもって予算要求を行い、確保することを

表明した。
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５．協力分野の現状と問題点５．協力分野の現状と問題点５．協力分野の現状と問題点５．協力分野の現状と問題点５．協力分野の現状と問題点

５－１　農業機械分野

(1) 農業機械の生産、輸出入の状況と農業機械産業

１）農業機械の生産、輸出入の状況（図5-1、表5-1）

①トラクター（ニューホーランド、MF、ジョンディアの３社）

（1996年）生産能力１万5,410台、生産台数１万台、国内向7,000台、輸出3,000台

馬力別生産台数割合：60HP以下13％、61～90HP60％、90HP以上27％

②その他作業機（ニューホーランド、MF、ジョンディアの３社）

 製造販売品： プラウ、ハロー、除草機、播種機、マルチバー、吹き上げカッター、フォ

レージハーベスター、プランター、スレッシャー、カルチ等

 輸入販売品： タイトベーラー、サイロ、スレッシャー、収穫機、ロータリー、フォレー

ジハーベスター、プラウ、ハロー、カルチ、播種機等

③メキシコ国の中小メーカーで、防除機、播種機、各種プラウ、カルチ等が製造されてい

る。

④農業機械の価格：輸入物は国産よりかなり高価、国内品はかなり安い。（表5-2）

２）農業機械産業

①農業機械メーカー（図5-2）

(a) メキシコ国における農業機械の供給は、外資系の大手企業と国内の中小企業が行っ

ている。大手は従業員350名～500名規模であるが、中小メーカーは、６名～60名規模で

ある。なお、小さな地場のメーカーについては、従業員の数は不明。

　上位30社位（機械製造組合に所属）は、メキシコでも優良な機械メーカーと考えられ

ているが、その他70社程度の中小メーカーの機械については、性能などが憂慮されてい

る。

(b) 外資系の大手メーカー（５社）は、トラクター、播種き、収穫機、プラウ、畜産用

作業機等を製造しているが、トラクター部品のうち、エンジン、ミッション、油圧機器

等は国外で製造組立したものをメキシコに持ち込み、国内部品（全部品４割程度）を用

いて組み立てるノックダウン生産が行われている。また、コンバイン、大型畜産用機械

は輸入機を販売している。

販売店：300箇所

(c) 中小の国内農業機械メーカーにおいては、プラウ、ハロー、播種機などのほか、ス

ピードスプレヤーや散布機等の製造もみられるが、ポンプ・油圧部品は海外からのもの

が使用されるなど、機械の主要部品を製造するまでに至っていない。
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②農業機械整備施設

(a) 大手メーカーの子会社としての販売・整備店が一般的。

(b) 従業員は２～12名程度、５名以上は販売網を持っている。

(c) 年間の売上高、修理整備だけで平均32万円／人、販売を含むところでは1,000万円を

超えるところもあるが、平均的には400万円／人程度。

(d) 部品の供給を見ると、トラクターの純正部品は、メーカー本国から送られ、メーカー

メキシコ支社にストックされており、ここから直送されたり、販売代理店及び特定メー

カーの部品センターに置かれたりしている。しかしながら、メーカー直結でない整備施

設では、自社製で賄っている場合が多い。

３）機械製造組合の農業機械部長からみた農業機械生産の状況

　1910～40年代 輸入機械の導入、畜力の機械化が始まった。

米国の農機具メーカー２社が畜力用機械の製造を始める。

（こうした機械は、メキシコ農業の経営規模、気候、土壌条件などに適合

せず問題が多い時代）

　1950～60年代 海外メーカーにおいてトラクターのアタッチメントが作られるようになる

とともに、1960年代に入ってトラクターの製造が始まった。ただし、国産

部品の利用率が60％。５社で6,000～8,000台。欧米のスペックをそのまま

利用して製造。

作業機の製造が、輸入機を模倣しながら国内メーカーで始まる。

　1980～現在 経済の大きな落ち込みで、製造メーカーは大打撃をうけ、設計水準、製造

技術が低迷。国内農業の実態に適した農業機械の提供が課題。

(2) 農業機械の製造技術と安全性

１）機械製造技術水準

①中小企業に関しては、経験的な手法

　大手企業は、トラクターなどノックダウン形態で生産

　主要部分は大手メーカー本国など先進国、機械の周辺部分の製造はメキシコで行われて

いる。

②中小企業は、加工技術、加工精度に問題

　加工精度、材料管理、設計基準等への指針を与える。

③事前調査において調査した製造メーカーの状況

(a) メーカーの規模としては中の上クラスといわれ、畜産用のプラウ、ハロー、播種機

に加え、メイズなどのチョッパーを製造販売している。従業員は、下請けを含めて12名
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程度。

(b) 播種機などについては、国立農牧林業研究所（INIFAP）の技術指導を受けるなど、

経営者は自社の製品に自信。しかし、主力商品のチョッパーをみるかぎり、刃の加工、

トラクターとの連結部分をみると、精度の高さ、安全性の面で不安な製造とみうけられ

た。

２）工程管理

①中小企業： 経営的検査、目視検査程度。

②大手企業： 自社規格があり、基本検査、ライン検査、最終完成品検査が確立。

ダイナモメータ、トルクメータ、室内試験装置等を有している。

３）農業機械の故障、事故実態

①故障が多い： 年間の使用時間が長い（1,000時間…10年以上が普通）

保守点検、利用技術の低いこと（なされていない）。

②故障部分

トラクター： 4,000時間程度で故障（トラクターヘ自体より使い方の問題か）

エンジン関係、燃料系統、クラッチ等のほかアライメント関係燃料取扱注

意（オイル・燃料の取扱い方に注意が払われていない）、ラジェータの目

詰まりが原因。

農道の不整備、取扱技術が不十分。

③クレーム処理

　不良品に対し新品の交換は見られるが、設計・製造工程に波及する故障対策は取られて

いない。

④事故の実態

　現在は、農作業事故に関する統計はない。しかしながら、労働省で、産業別の事故調査

が行われている状況。

(3) 評価試験実施に対するメーカーの意向

１）機械製造組合の意向

　機械製造組合の農業機械部長は、以下の理由から検査評価制度に大きな期待を持ってい

る。

①模倣品の排除ができる。

②農業機械の製造技術の向上につながる。

③認証が得られると機械の販売促進につながる。

④将来的には国際基準を踏まえた輸出の促進につながる。
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　しかしながら、検査評価に対しては、政府からの押しつけの基準ではなく、メーカーの製

造技術の向上を念頭においた制度の仕組みや基準の確立への要望があった。

２）今回実際に調査した製造メーカーの意向

　自社の製品に自信（政府の補助事業により自社の製品がかなり売れている）をもってお

り、評価をしてもらう必要性は感じていないが、検査・評価制度が製造技術の向上につな

がっていくものであればよい制度と考えている。

（なお、このメーカーは、政府の補助事業で出ている機械に、自ら作った政府の補助事業の

シールを貼っていることや、試験研究機関が行った試験成績結果を販売用のパンフレットと

して使用するなど、なんらかの権威を利用して販売を行っていた）
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（資料：Asociacion Mexicana de la Industria Automotriz. A. C.）

図5-1　メキシコ国のトラクター年度別販売・導入台数及び生産台数

　1980年からの販売導入台数の合計＝156,925台

　現在の導入台数＝約20万台

　1996年度プロカンポ支援導入台数＝約4,300台
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表5-1　最近の主な輸入機械

（単位：1,000 台、US ドル）

1992 1993 1994 1995 TOTAL年　度

種　類 金額 台数 金額 台数 金額 台数 金額 台数 金額 台数

基本農機プラウ等 2,456 1,179 3,858 1,663 3,466 22 1,350 3 11,132 2,866

二次的農機整地用等 1,281 2,856 16,883 3,823 18,109 274 5,761 244 42,034 7,196

灌漑用農機 13,374 4,873 26,560 9,341 42,232 431 36,317 279 118,483 14,924

収　穫　機 20,751 6,155 32,561 7,873 42,069 166 11,853 1 107,235 14,196

乾　燥　機 5,363 593 5,495 648 7,019 7 6,139 0.7 24,017 1,249

トラクター 35,219 2 28,762 138 44,279 9 16,624 1 124,883 151

飼料用機械 6,748 1,479 7,125 1,641 10,890 29 3,461 0.9 28,224 3,150

表5-2　機械の価格

11.3.97

　　農　業　機　械

脱　穀　機 ：480peso（約7,200円）－能率：2,000t/hr（動力１馬力）、耐用年数25年

畜力ブラシ ：550peso（約8,300円）－耐用年数10年（土が硬く、鍬先は毎年交換）

油圧・エンジンのオーバーホール（1981年製） ：１万5,000peso（約22万円）

マイズ脱穀機 ：２万5,000peso（約37万5,000円）－能率：15-20t/hr

ブームスプレアー ：１万3,500peso（約20万円）

両培土板リッジャー ：約１万円

９本カルチ（トラクター用） ：4,500peso（約６万7,500円）

２条用施肥播種機 ：4,500peso（約６万7,500円）

３連ディスクブラウ ：１万2,500peso（約18万円）－メキシコ・アグアスカリエンテ製

ケーンカッター ：能率 ：５t/hr（16馬力、2,500rpm、カット回数88/sec）

　　同　上 ：能率 ：３t/hr（10馬力）

畜力用マルチバー用施肥播種機(アワから空豆用) ：3,000peso（約４万5,000円）

ケーンカッター（カリエンテ製）：搭載型、能率 ：3-6t/hr、所要動力30馬力

グラスカッター ：１万6,000peso（約24万円）、所要動力30馬力

ギアオイル ：（SAE：40-49�/200peso、約3,000円）

油圧オイル ：19L/240peso、約3,600円

灌漑用ポンプ（６hpエンジン付き、輸入品） ：4,000peso（約６万円）

４条用施肥播種機 ：４万peso（約60万円）、30-40haの農家用

１条用施肥播種機 ：9,500peso（約14万2,500円）、ソルゴ－10ha農家用

バックローダー ：115馬力、１千万円（日立合弁）

JD2400ターボ付きトラクター ：17万peso（約255万円）

根茎カットチゼル ：1,500peso（約２万2,500円）

穀稈粉砕機（飼料混合用）：能率 ：１t/hr（モータ５hp）、３t/hr

コンバイン ：1,350万円（Morelos）

Ｓ・Ｓ ：4,300ドル（Tamaulipas）

刈り取り機 ：3,800ドル（Tamaulipas）
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図5-2　メーカー所在地
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５－２　農業機械評価試験分野

　農牧業農村開発省（SAGAR）農業局、国立農牧業研究所（INIFAP）及び大学等の担当者から

現在行われている農業機械の試験について、聞き取り調査を行った。

(1) 現状

　INIFAPや大学で農業機械の若干の試験が行われているが、その形態は大きく分けて２つあ

る。１つは農家や製造業者からの依頼で行う性能評価を主体とした試験であり、改良などの資

料としているもの、もう１つは行政の依頼による行政的に導入普及のため性能評価試験であ

る。いずれの場合も定められた方法及び基準で検査・評価試験が行われていない。試験結果に

ついては、調査論文のような内容でまとめられてはいるが、一般に広く好評されていない。

(2) 問題点

　検査の目的には、粗悪品の排除、製造技術・開発レベルの向上などが考えられるが、その検

査方法、評価基準をどのように設定するかが重要であり、その機械の持つ特性を正確かつ公平

に把握し、評価することが大切となる。使用者はもとより、製造業者にとっても有益な検査で

なければならない。このためにも、行政、検査実施機関、検査方法・評価基準作成機関が密に

連携した検査・評価試験制度の確立が必要である。

　中規模程度の製造業者（主に畜力用のプラウ、カルチ、施肥播種機、トラクターPTO駆動

によるカッターなど）を視察したが、製造部品や納入部品の品質管理、製品製造における工程

管理などは全くといっていいほどなされていなかった。スプロケットの刃先が欠けていても、

鋳物に鬆が空いていてもこの程度なら問題ないという認識であり、この辺の意識改革がまず必

要である。

　粗悪なコピー機もあり、機械に対する不信感もあると聞く。検査・評価試験をとおして、使

用者が選定に有効な情報の提供に努める必要がある。

　検査の項目は、室内試験と圃場試験とに分けられるが、トラクターを除く大方の機種は圃場

試験を中心とした項目内容になる。サイトに決定したINIFAPのバイエ・デ・メヒコ試験場

は、圃場試験に必要な十分な圃場が確保でき、問題ないと考える。ただし、機種によっては室

内試験も必要となるので、メキシコ側の早急な整備が必要となることがある。
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